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健康社会の実現は、医療・介護分野の進歩や
社会保障制度の改善ばかりによって達成される
わけではない。「働くことは健康によい」という考
えは、既に多くの人々によって共有されている。し
かし、就業意欲を持つ人が多く、働くことを善と
する人が多い日本でも、依然としてその諸力を汲
み取る雇用は十分には進んでいない。

高齢・障害に関する意識の変遷
国内外定性調査、文芸作品（小説、映画、ドラ
マ、アニメ、漫画）の解読分析によって、各国が
採用する「差別禁止法」によっては差別は無くな
らないこと、だが人々が持つ差別意識は社会環境
で揺れ動く一時代の位相にすぎないのであり、政
策によって操作可能であることを提示。

保障と自立
日本では、年金制度の充実以上に就業機会を拓くことへの要望が強い。また障害に関しては、いずれ
の国も社会保障以上に雇用の必要性を認識している。高齢・障害者雇用は、利潤を求める企業の経
営と、社会的基本財を求める人々の原初的野心の結合によって進展する。よって、保障と自立の均衡
点の研究には、人間の本質の探究が加味されねばならない。

差別禁止法と日本の政策
6カ国サーベイ調査、主要都市アクセシビリティ調
査によって、国際社会が進める「合理的配慮」の
考えは未だ市民に十分に理解されていないこと、日
本は、差別禁止法と、従来の日本固有の雇用政
策や企業の人事管理を活かした制度枠組みの両
輪を同時に走らせる政策を模索すべきことを指摘。

雇用・労働システムから排除されがちであった高
年齢者・障害者を、「働く場」に招き入れるため
の社会環境づくりについて検討する。分析では
通説を問い直し、１）他国と比較し非難されてき
た日本の政策の意義、２）リテンションへの着目
と企業の雇用拡大への道筋、３）「保障」と「自
立」の均衡点について考察する。
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日〜 6月25日）
一般雑誌：『中央公論』「シリーズ：人生後半戦―定年後
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日本には日本独自の優位性を活かした高齢・
障害者政策がある。その方向性を探索するこ
とは、最終的には高齢化に直面する他国の
問題や持続的な経済成長の課題解決にも

繋がりうる。また高齢・障害者の福祉と雇用
の分担と連携を考える本研究の成果は、社
会政策、経済政策、労働および経営研究、
立法などの議論に貢献しうる。
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